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〔RM14140 ｐ.39〕 

＜医療保険と企業年金で社一を確実に得点 

「協会けんぽの財政基盤の強化・安定化」＞ 
 

〔前略〕こうした状況を踏まえ、2010 年度から

2012 年度までに講じられてきた①協会けんぽの保険

給付費等に対する国庫補助率を 13％から   ％ま

で引き上げる、②後期高齢者支援金の   につい

て、財政力に応じた負担（総報酬割）とする措置

を、2014（平成 26）年度まで 2 年間継続すること等

を内容とする「健康保険法等の一部を改正する法律

案」を 2013（平成 25）年通常国会に提出し、5 月

24 日、可決・成立したところである。 

  （解答 １つめの    → 16.4） 
  （解答 ２つめの    → 3 分の 1）

第４６回 社労士試験 問題 
〔選択式〕社会保険一般常識 【空欄Ｄ及びＥ】
 
 
３．〔前略〕こうした状況を踏まえ、平成 22 年度

から平成 24 年度までに講じられてきた(1)協会け

んぽの保険給付費等に対する国庫補助率を 13％か

ら Ｄ に引き上げる、(2)後期高齢者支援金の

負担方法について、被用者保険者が負担する後期

高齢者支援金の Ｅ を各被用者保険の財政力に

応じた負担（総報酬割）とする措置を、平成 26

年度まで 2 年間継続すること等を内容とする「健

康保険法等の一部を改正する法律案」が平成 25

年通常国会に提出され、同年 5 月に可決・成立し

た。 

  （解答  Ｄ  → ③16.4％）

  （解答  Ｅ  → ⑧3 分の 1）


